
    

平成２０．７．１施行 

平成３０．７．１改正 
  
◇大規模土地取引行為の届出【第８条】 

   届出対象：５，０００平方メートル以上の土地取引（所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を 

目的とする権利の移転又は設定（対価を得て行われるものに限る。）を行う契約の締結（予約を含

む。）） 

  届出時期：契約を締結する日の前日から起算して６か月前まで 

（相続その他のやむを得ないと市長が認める場合については３か月前まで） 
 

◇大規模開発事業に係る手続【第 9 条～第 17 条】 

大規模土地利用構想（大規模開発事業に係る基本的な整備方針）の届出をはじめ、開発事業の手続の前に

手続が必要となります。 

届出対象：開発事業区域の面積が５，０００平方メートル以上の開発事業 

提出時期：計画の変更が可能な時期まで 

適用除外：(1)既存建築物の延べ面積（複数建築物がある場合については延べ面積の合計）以下の増築  

(2)建築基準法第８７条第１項に規定する建築物の用途変更 

(3)市が施行するもの 

(4)国又は県その他地方公共団体に準ずる法人等が行う大規模開発事業であって、計画的な土地  

利用が行われる事業と市長が認めるもの 

(5)条例第４条に規定する開発事業 
 

◇開発事業に係る手続 

１ 対象事業【第 3 条】 

(1) 都市計画法第２９条第１項の許可を要する開発行為 
(2) 開発事業区域の面積が５００平方メートル以上の建築行為 

(3) 建築物の高さが１０メートルを超える建築物の建築行為 

(4) 建築物の延べ面積が１，０００平方メートル以上の建築物の建築行為 
 
２ 適用除外【第 4 条】 

(1) 建築基準法第８５条に規定する仮設建築物の建築 

(2) 自己の居住の用に供する一戸建ての住宅の建築  など 
 

３ 住宅の敷地の最低限度【第 32 条】 

住宅の敷地面積については、下記の基準としなければなりません。 

区  域 敷地面積 

市街化調整区域 １５０平方メートル以上 

容積率が１００分の８０の区域 １２５平方メートル以上 

その他の区域 １００平方メートル以上 
 
４ 区画街路の幅員【第 33 条】 

    開発行為における区画街路の幅員については、下記の基準以上としなければなりません。 

区画街路の延長 区画街路の幅員 

３５メートル以下 ４．０メートル 

３５メートルを超え７０メートル以下 ４．５メートル 

７０メートルを超え１００メートル以下 ５．０メートル 
 
５ 袋路状道路【第 34 条】 

   開発行為において、道路を袋路状とするときは、下記のいずれかに該当しなければなりません。 

(1) 延長が３５メートル以下の場合 

(2) 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回において支障のないものに接続している場合 

(3) 延長が３５メートルを超える場合で、終端及び適当な区間３５メートル以内ごとに次に掲げる基準に適合する自

動車の転回広場が設けられている場合 

ア 道路の中心線からの水平距離が２メートルを超える区域内において小型四輪自動車のうち最大なも

のが２台以上停車することができるものであること 

イ 小型四輪自動車のうち最大のものが転回できる形状のものであること 

ウ すみ切り部分を除く面積が３０平方メートル以下のものであること 

(4) 幅員（自動車の転回広場を設置した場合におけるその幅員を除く）が６メートル以上の場合 

(5) 上記に準ずる場合で、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合  
 

６ 道路のすみ切り  【第 36条】 

開発行為において、角地の隅角に向かい合う対辺の長さ３メートル以上の二等辺三角形の部分を道路に含

みすみ切りを設けたものでなければなりません。 
 
７ 開発事業区域に接する道路  【第 38条】 

開発事業区域に接する道路の幅員が６メートル未満の場合にあっては、道路の中心線から開発事業区域

側に水平距離３メートル（環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと

市長が認めた場合は、２メートル）の線まで道路として整備するものとします。 
 
８ 排水施設 【第 39条】 

開発事業区域を含む排水区域の流量を勘案して、河川計画及び公共下水道計画に適合した汚水及び雨

水の排水施設を整備するものとします。また、雨水の貯留、浸透、利用等の機能を有する施設を設け、周辺の

区域に支障をきたさないものとする必要があります。 
 

９ 公園等の設置 【第 40条】 

□公園等の面積は、次の算定された数値の大きい方を確保する必要があります。 

    ア 開発事業区域の面積の３％ 

    イ 計画戸数×（１世帯当たりの人数（２．４３人））×１人当たりの必要面積（１．８１㎡） 

      ただし、開発事業区域の面積の６％を上限とします。 
   

□公園設置の免除 

    ア 公園等の算出面積が、９０平方メートル未満の場合 

    イ 開発事業区域から２５０メートルの範囲内に合計で２，５００平方メートル以上の都市公園が存在する場合 

    ウ 予定建築物が居住の用に供する建築物以外で、敷地が１である場合  
              

10 敷地内の緑化 【第 41条】 

□予定建築物の主たる出入口が存する階等の床面積の過半が居住の用に供する建築物のとき 

敷地の面積 確保すべき緑化の面積 

５００平方メートル以上１，０００平方メートル未満 敷地の面積の１００分の５以上 

１，０００平方メートル以上３，０００平方メートル未満 敷地の面積の１００分の１０以上 

３，０００平方メートル以上１ヘクタール未満 敷地の面積の１００分の１５以上 

１ヘクタール以上 敷地の面積の１００分の１８以上 
 
□予定建築物の主たる出入口が存する階等の床面積の過半が上記以外のとき 

敷地の面積 確保すべき緑化の面積 

５００平方メートル以上１，０００平方メートル未満 敷地の面積の１００分の３以上 

１，０００平方メートル以上３，０００平方メートル未満 敷地の面積の１００分の６以上 

３，０００平方メートル以上１ヘクタール未満 敷地の面積の１００分の１０以上 

１ヘクタール以上 敷地の面積の１００分の１４以上 
 

11  防火水槽の設置 【第 42条】 

    開発事業区域面積が３，０００平方メートル以上の開発事業行うときは、開発事業区域内に防火水槽が必要

となります。 
 

12  消防活動空地の確保等 【第 43条】 

    階数が、４以上の予定建築物又は消防活動地盤面からの高さ１５メートル以上の建築物を建築する場合に、
幅員６メートル以上、長さ１２メートル以上の消防活動空地を設置してください。 

 

13  ごみ収集場 【第 44条】 

   共同住宅等を建築する場合に、ファミリータイプ０．４㎡／戸、ワンルームタイプ０．１６㎡／戸のごみ収集場

を設置してください。 
 

14  リサイクルステーション 【第 45条】 

   計画戸数が３０戸以上の場合に、１２平方メートル以上のリサイクルステーションを設置してください。 

大和市開発事業の手続及び基準に関する条例早見表    

 



15  自動車駐車施設 【第 51条】 

  a. 共同住宅等の居住者用駐車施設、その他の用途の駐車施設基準 

□商業地域及び近隣商業地域における基準 

建築物の用途 設置台数 

共同住宅等 

(規則で定めるものを除く) 

計画戸数が２０戸未満 当該住宅の戸数に ４分の１を乗じて得た数値以上の台数 

計画戸数が２０戸以上 当該住宅の戸数に10分の３を乗じて得た数値以上の台数 

上記以外のもの 
利用者数、従業員数等によって想定する利用台数に基づき開発事業者が作成す

る想定利用計画書を考慮し、市長が定めた台数 
 
□商業地域及び近隣商業地域以外における基準 

建築物の用途 設置台数 

共同住宅等 

(規則で定めるものを除く) 

計画戸数が２０戸未満 当該住宅の戸数に２分の１を乗じて得た数値以上の台数 

計画戸数が２０戸以上 当該住宅の戸数に５分の３を乗じて得た数値以上の台数 

上記以外のもの 
利用者数、従業員数等によって想定する利用台数に基づき開発事業者が作成す

る想定利用計画書を考慮し、市長が定めた台数   
b. ５０戸以上の共同住宅等における来客用駐車施設基準 

   当該住宅の戸数に５０分の１を乗じて得た数値以上の台数の来客用駐車施設を設置してください。 
 
c. ５０戸以上の共同住宅等におけるサービス用駐車スペース設置基準 

道路（サービス用自動車が通行可能な敷地内の通路がある場合については当該通路）に接し、自動車が安全に出入りで 
きる場所に設け、サービス用駐車スペースである旨の表示をしてください。 

 
16  自転車駐車施設 【第 52条】 

共同住宅等においては、計画戸数分を設置してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 9 条 （大規模土地利用構想の届出） 
 大規模開発事業者は、はじめに大規模土地利用構想を市長に届け出なければなりません。 

 
第 11 条 （大規模土地利用構想に係る標識の設置） 
 大規模開発事業者は、周辺住民等への周知のため標識を設置しなければなりません。 

 
第 12 条 （大規模土地利用構想に係る周辺住民等への説明会等） 
 大規模開発事業者は、周辺住民等に対し、大規模土地利用構想の説明
会を開催しなければければなりません。また、説明会から７日以内に市長に
報告書を提出しなければなりません。 
＊説明会は標識を設置した日から１４日間は開催することはできません。 

 
第 14 条 （大規模土地利用構想に係る見解書の提出） 
 大規模開発事業者は、市民や周辺住民から大規模土地利用構想に対す
るする意見書の提出があった場合は、意見書に対する見解書を市長に提出
しなければなりません。 
   

 
第 15 条 （大規模土地利用構想に対する 

指導又は助言）  
 大規模開発事業者は、市から指導又は助言
を受けた場合には、市長に回答書を提出しなけ
ればなりません。 
＊指導又は助言行う時期・回数は規定してい
ません。回答書の内容により、再度指導又
は助言を行う場合があります。 

 

 
第 16 条 （大規模開発事業の手続の完了） 
 大規模開発事業の手続完了の通知をします。この時点において標識の内
容に変更がある場合には、標識の内容を修正しなければなりません。 
 ＊大規模開発事業の手続完了の通知がなされるまでは、条例第１８条の事

前届を提出することはできません。 

 
第 18 条 （事前届） 

  開発事業者は、市長に事前届を届け出なければなりません。 

 
第 19 条 （開発事業に係る標識の設置） 

  開発事業者は、近隣への周知のための標識を設置しなければなりません。 

 
第 20 条 （近隣住民等への説明等） 

  開発事業者は、近隣住民等に対して、開発事業について説明しなければなりません。

また、説明の状況を記載した「近隣住民等説明報告書」を提出しなければなりません。 

  ＊ただし、標識を設置した日から７日を経過するまでは、近隣説明は行えません。 

 
第 21 条 （近隣住民等と開発事業者の協議） 

 近隣住民等は、開発事業に関し意見があるときは、開発事
業者に協議を申し込むことができます。 

＊ただし、近隣説明を受けた日から１４日以内とします。 

＊開発事業者は、協議に応じる義務があります。 

 
第 22 条 （開発事業に関する協議） 

 開発事業者は、市長と開発事業に対する協議を行わなければ
なりません。また、この協議は、法定手続の前に行うものです。 

＊「近隣住民等説明報告書」の提出については、既に提出済

でなければなりません。 

 
第 54 条 （専門的知識を有する者の派遣等） 

 近隣住民は、市長に専門的知識を有する者の派遣を求める
ことができます。 

  
開発事業者は、協議状況を記した「協議状況報告書」を 
市長に提出しなければなりません。 

 
第 23 条（開発事業基準の適合確認） 
 市長は、開発事業者に「開発事業基準適合通知書」を交付します。 

 
第 29 条（工事着手の届出） 
 開発事業者は、工事に着手したときは、市長に届け出なければなりません。 

 
第 30 条（工事の完了検査申請等） 
 開発事業者は、開発事業に係る工事が完了したときは、完了検査を申請しなければ
なりません。中間検査が必要な開発事業については、中間検査を申請しなければなり

ません。 

 
第 30 条（検査済証） 
 市長は検査を行い、開発協議に適合している場合は、完成時は「開発事業基準適合
検査済証」、中間時は「開発事業基準適合中間検査済証」を発行します。 

基準に適合 
YES NO 

 
第 13 条 （大規模土地利用構想に係る意見書の提出） 
 市民及び周辺住民は、市長に対し、大規模土地利用構想に係る意見書を
提出することができます。 
＊意見書の提出は大規模土地利用構想の公告日の翌日から周辺住民等
説明会の報告書の縦覧期間満了日までとします。 

＊意見書は提出期間満了後に市から事業者に対しまとめて送付します。 

開 発 事 業 の 手 続 の 流 れ 

公告・縦覧 

大規模土地利用構想 

30日間 

公告・縦覧 

説明会の報告書 

14日間 

公告・縦覧 

見解書 

14日間 

再指導が不要と判断 

大 規 模 開 発 事 業 の 手 続 の 流 れ 
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開発事業の手続へ 
見解書や回答書の内容に従い設計を
進め、具体的な計画図作成後に開発
行為の有無相談。相談の回答後に条
例第 18 条の事前届の提出。 

※開発協議書の受付は、毎週水曜日の午前中まで

です。（祝日等休みの場合は、その前日の午後まで）

受付締切後、翌週木曜日に開催する開発条例協議

会で審査し、意見書を交付します。 

【第10条】 
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